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仕様書方針案の記載例

○ 構成員からの意見を踏まえた仕様書たたき台修正案（追加変更箇所は黄色罫線、削除の箇所は見え消し）

■確認事項
・

■他の機能要件で検討を要するもの
・

■その他、検討が必要なもの
・

機能項番

修正案

1.1.1. ○○情報管理（例）

事前照会前のたたき台

○○情報の管理ができること。

【管理対象項目】
▲▲番号 ※黒字：必須
～～名 ※赤字（太字）：不要・実装不可
◇◇年月日 ※青字（斜体）：オプション
XXXX区分 ※緑字（下線）：要検討

事前照会後のたたき台（修正案）

○○情報の管理ができること。

【管理対象項目】
▲▲番号
▽▽認定番号
～～名
◇◇年月日
XXXX区分
特記事項

論点
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4.1. 納税通知発行

■確認事項

• 都道府県外の出力について、どのような目的で市外と区

別しているのか。（D市）

• 納税義務者の所有車両台数順の出力についてどのよう

な目的で行うか。（I市）

• 回答内容について委託契約の仕様という認識で良い

か。（E市）

■他の機能要件で検討を要するもの

• 年度及び発行日の指定について、再発行を意図した

ものであれば4.4.2.で検討。（H市）

■その他、検討が必要なもの

• 当該帳票について、紙及びデータ（PDF）の形態で出力さ

れれば必要十分か。（定義箇所は今後検討）

機能項番

修正案

4.1.1. 納税通知書（兼納付書兼納税証明書）発行

事前照会前のたたき台

当初課税時または更正時に、一定の出力条件を指定し一
括または個別に納税通知書（兼納付書兼継続検査用納税
証明書）を出力できること。

【出力条件】

市内/市外

口座

事前照会後のたたき台（修正案）

当初課税時または更正時に、一定の出力条件を指定し
一括または個別に納税通知書（兼納付書兼継続検査用
納税証明書）を出力できること。

【一括出力条件】

全件

市内/市外/都道府県外

一般納付（納付書納付）/口座振替

【一括出力順】

氏名50音順

住所順（地区を設定）

郵便番号順

所有車両の台数順

論点

※ K市記載の課税コードが課税

となっているものについて、全件

として追加
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4.1. 納税通知発行

■確認事項

• 納税通知書と一体での出力以外に軽自動車税システム

で納付書を発行する運用が想定されないようであれば、

当該要件を削除する方針で良いか。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 死亡者・転出者リストの出力→4.2.7.（D市）

■その他、検討が必要なもの

• 該当なし

機能項番

修正案

4.1.2. 納付書発行

事前照会前のたたき台

一定の出力条件を指定し、納付書を発行できること。

データで一括出力もできること。

【出力条件】

死亡者分

前年度減免

事前照会後のたたき台（修正案）

一定の出力条件を指定し、納付書を発行できること。

データで一括出力もできること。

【出力条件】

死亡者分

前年度減免

論点
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4.2. 各種通知発行

■確認事項

• 一括出力条件として全件のみあれば良いか。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 電子公印の要否は帳票WTで検討を行う予定

• 当該帳票について、紙及びデータ（PDF）の形態で出力さ

れれば必要十分か。（定義箇所は今後検討）

機能項番

修正案

4.2.1. 減免決定通知書発行

事前照会前のたたき台

減免申請者のうち審査結果が許可となっている対象者に
対し、減免決定通知書を発行できること。

事前照会後のたたき台（修正案）

減免申請者のうち審査結果が許可となっている対象者
に対し、一括または個別に減免決定通知書を出力でき
ること。

【一括出力条件】

全件（月別）

論点
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4.2. 各種通知発行

■確認事項

• 減免の審査結果を後日連絡する運用の場合でも件数は

かなり少ないと認識しているが、システム出力の必要性

はあるか。

• 一括出力条件として全件のみあれば良いか。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 当該帳票について、紙及びデータ（PDF）の形態で出力さ

れれば必要十分か。（定義箇所は今後検討）

機能項番

修正案

4.2.2. 減免不許可通知書発行

事前照会前のたたき台

減免申請者のうち審査結果が不許可となっている対象者
に対し、減免不許可通知書を発行できること。

事前照会後のたたき台（修正案）

減免申請者のうち審査結果が不許可となっている対象
者に対し、一括または個別に減免不許可通知書を発行
できること。

【一括出力条件】

全件（月別）

論点
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4.2. 各種通知発行

■確認事項

• 一括出力条件として全件のみあれば良いか。

• 更正決議の運用は各団体で差異があるものと推察してい

るが、原則調達したシステムの想定に合わせた運用を採

用するものとし、関連帳票についてはオプションとする整

理で良いか。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 更正対象者のリストについて、EUCでの作成を念頭に

7.2.3.で検討を行う方針で良いか。（I市）

■その他、検討が必要なもの

• 当該帳票について、紙及びデータ（PDF）の形態で出力さ

れれば必要十分か。（定義箇所は今後検討）

機能項番

修正案

4.2.3. 更正決定（税額変更）通知書発行

事前照会前のたたき台

更正処理の結果税額が変更となったものに対し、更正決
定（税額変更）通知書を発行できること。

また、更正決定に際し更正決議書を出力できること。

事前照会後のたたき台（修正案）

更正処理の結果税額が変更となったものに対し、一括
または個別で更正決定（税額変更）通知書を発行でき
ること。

また、更正決定に際し更正決議書及び更正決定連絡票
を出力できること。

【一括出力条件】

全件（月別）

論点
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4.2. 各種通知発行

■確認事項

• 本来的に自治体間の通知は標準化されていることが望ま

しいと考えているが、デメリットなど想定しているか。（K
市）

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 当該帳票について、紙及びデータ（PDF）の形態で出力さ

れれば必要十分か。（定義箇所は今後検討）

機能項番

修正案

4.2.4. 課税物件異動通知発行

事前照会前のたたき台

他市町村登録車両の廃車受付を行い、課税物件異動通知
を発行できること。

事前照会後のたたき台（修正案）

他市町村登録車両の廃車受付を行い、課税物件異動通
知を発行できること。

論点
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4.2. 各種通知発行

■確認事項

• 修正案の通りたたき台の定義を行う方針で良いか。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 該当なし

機能項番

修正案

4.2.5. 課税物件異動通知発行

事前照会前のたたき台

他自治体の廃車申請内容を管理（登録・修正・削除）で
きること。

【管理対象項目】

申請者情報

他自治体情報

他自治体の車両番号（標識番号）

事前照会後のたたき台（修正案）

他自治体の廃車申請内容を管理（登録・修正・削除）
できること。

【管理対象項目】

申請日

事由

他自治体情報（自治体名、課税物件異動通知書送付日
）

旧納税義務者情報（氏名、住所）

旧標識番号

車種

車台番号

メーカー

排気量

排気区分

旧標識の回収区分

論点
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4.2. 各種通知発行

■確認事項

• 標識返納証明書について、D市以外で発行している団体

はいるか。（4.3.3.で再掲）

■他の機能要件で検討を要するもの

• 譲渡証明書については廃車申告受付書と一体の様式

となる場合も想定されるため、4.3.2.の検討結果を

踏まえて対応。

■その他、検討が必要なもの

• 該当なし

機能項番

修正案

4.2.6. 課税物件異動通知発行

事前照会前のたたき台

課税物件異動通知発行と同時に、標識交付証明書及び廃
車申告受付書を発行できること。

事前照会後のたたき台（修正案）

課税物件異動通知発行と同時に、以下の帳票を選択し
発行できること。

【対象帳票】

標識交付証明書

廃車申告受付書

標識返納証明書

譲渡証明書

論点
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4.2. 各種通知発行

■確認事項

• 修正案の通りたたき台の定義を行う方針で良いか。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 放置バイク通知に関連する項目管理について新規で

定義を行う。

■その他、検討が必要なもの

• 該当なし

機能項番

修正案

4.2.7. 各種手続き通知書発行

事前照会前のたたき台

以下の条件で異動のあった対象者を抽出しリスト出力で
きること。

【抽出条件】

期間

転出者

死亡者

市登録分/陸運局分/全件

事前照会後のたたき台（修正案）

以下の条件で異動のあった対象者を抽出しリスト出力
できること。

【抽出条件】

期間

転出者

死亡者

市登録分/都道府県（軽自協会・陸運局）登録分/全件

論点
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4.2. 各種通知発行

機能項番

追加候補

4.2.7. 各種手続き通知書発行

No. 追加する機能案 記載市 想定追加箇所

1 放置バイク通知に関する情報を管理（登録、修正、削除）できること。

【管理対象項目】
放置場所
連絡先
引き取り期限
備考

I市 4.2.8.下行

■確認事項

• 連絡先について具体的にどのようなものを想定しているか。

論点
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4.2. 各種通知発行

■確認事項

• 定置場変更通知および放置バイク通知について、

APPLIC税TFより利用自治体が少ない旨の見解が示さ

れているが、各団体での要否を確認したい。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 送付先確認の通知（D市）の送付先について確認した

い。記載内容から5.返戻・公示で検討を行う方針で

良いか。

■その他、検討が必要なもの

• 身障者減免の該当者へ減免が受けられる旨の通知を送

る運用案（D市）は、3.2.1.～3.2.3.での機能で実現できる

と想定。

• 当該帳票について、紙及びデータ（PDF）の形態で出力さ

れれば必要十分か。（定義箇所は今後検討）

機能項番

修正案

4.2.8. 各種手続き通知書発行

事前照会前のたたき台

抽出した対象者について一括または個別に、各種手続き
通知書(名義変更･抹消に関するお知らせ、死亡者通知、
転出者通知、定置場変更通知、放置バイク通知）を発行
できること。

【各種手続き通知書】

名義変更･抹消に関するお知らせ

死亡者通知

転出者通知

定置場変更通知

放置バイク通知

事前照会後のたたき台（修正案）

抽出した対象者について一括または個別に、各種手続
き通知書(名義変更･抹消に関するお知らせ、死亡者通
知、転出者通知、定置場変更通知、放置バイク通知）
を発行できること。

【各種手続き通知書】

名義変更･抹消に関するお知らせ

死亡者通知

転出者通知

定置場変更通知

放置バイク通知

論点
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4.3. 証明書発行

■確認事項

• 1.1.5.の検討内容に基づき、修正案の通りたたき台の定

義を行う方針で良いか

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 当該帳票について、紙及びデータ（PDF）の形態で出力さ

れれば必要十分か。（定義箇所は今後検討）

機能項番

修正案

4.3.1. 標識交付証明書発行

事前照会前のたたき台

標識交付証明書（試乗車含む）を発行できること。

事前照会後のたたき台（修正案）

標識交付証明書（試乗車含む）を発行できること。

論点

※ 臨時ナンバーの管理及び関

連機能については、当該業務を

本仕様書の範囲外として整理
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4.3. 証明書発行

■確認事項

• 項目の詳細な検討は帳票WTで行うが、譲渡欄について

出力制御ができた方が良いという認識で相違ないか。（C
市）

• 発行の対象車種は一意に定まるものと考えているが、相

違ないか。（K市）

■他の機能要件で検討を要するもの

• 譲渡欄の出力制御機能

• 廃車申告受付書の発行時に廃車登録を行う機能

■その他、検討が必要なもの

• 当該帳票について、紙及びデータ（PDF）の形態で出力さ

れれば必要十分か。（定義箇所は今後検討）

機能項番

修正案

4.3.2. 廃車申告受付書発行

事前照会前のたたき台

廃車申告受付書の発行ができること。

事前照会後のたたき台（修正案）

廃車申告受付書の発行ができること。

論点
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4.3. 証明書発行

機能項番

追加候補

4.3.2. 廃車申告受付書発行

No. 追加する機能案 記載市 想定追加箇所

1 廃車申告受付書の発行時に譲渡欄の有無を選択できること。 C市 4.3.2.下行

2 廃車申告受付書の発行と同時に該当車両を廃車登録できること。 D市 4.3.2.下行

3 名義人の変更登録の際に、新所有者に対しての標識交付証明書と同時に旧所有者
への廃車申告受付書を発行できること。

I市 4.3.2.下行

■確認事項

• No.1について、当機能を必須とすれば譲渡証明書を別途発行する必要はないか。

• No.2について、すでに実装されている団体はいるか。また、当機能によって廃車登録されることに対する懸念事項等は
ないか（問題なければ必須機能として定義）。

• No.3について、新旧所有者が同時に窓口に来た場合を想定したもので相違ないか。また、他の団体でも同様の機能が必
要になるといった認識で良いか。

論点
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4.3. 証明書発行

■確認事項

• 当該帳票は「廃車申告受付書」と同一のものを指す（事業

者の帳票名のみの違い）と考えられ、機能要件としては

重複を避けるために削除する方針で良いか。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 標識返納済証明書の発行機能

■その他、検討が必要なもの

• 該当なし

機能項番

修正案

4.3.3. 廃車証明書発行 → 削除

事前照会前のたたき台

廃車証明書の発行ができること。

事前照会後のたたき台（修正案）

廃車証明書の発行ができること。

論点
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4.3. 証明書発行

機能項番

追加候補

4.3.3. 廃車証明書発行

No. 追加する機能案 記載市 想定追加箇所

1 標識返納済証明書の発行ができること。 D市 4.3.3.下行

■確認事項

• No.1について、団体による発行有無の確認結果を踏まえて類型（必須/オプション）の判断を行う。

論点
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4.3. 証明書発行

■確認事項

• 基本的には収納管理システムでの発行ができれば問題

ないが、職務分掌の関係で軽自動車税システムから発行

できると望ましい場合があるという認識で良いか。

• 当該機能は、収納WTの検討結果をオプションとして反映

させる方針で良いか。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 該当なし

機能項番

修正案

4.3.4. 納税証明書発行（車検用）

事前照会前のたたき台

以下の条件で対象者を抽出し一括または個別に納税証明
書の発行ができること。

【出力条件】

一般納付

口座

コンビニ納付

クレジット納付

マルチペイメントネットワーク（ペイジー）納付

※収納システム側での実現を可とする

事前照会後のたたき台（修正案）

以下の条件で対象者を抽出し一括または個別に納税証
明書の発行ができること。

【出力条件】

一般納付（納付書納付）

口座振替

コンビニ納付（スマホ決済、モバイルレジ含む）

クレジット納付

マルチペイメントネットワーク（ペイジー）納付

車種（車検対象）

滞納有無

※収納システム側での実現を可とする

論点

※ 収納WTの検討結果を踏まえ

て定義の見直しを行う
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4.4. 発行管理

■確認事項

• 所有台数順に納通を出力した場合は発行者リストも同様

の順で作成されると想定しているが、問題ないか。（I市）

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 当該帳票について、紙及びデータ（CSV等）の形態で出

力されれば必要十分か。（定義箇所は今後検討）

機能項番

修正案

4.4.1. 通知書・証明書発行リスト出力

事前照会前のたたき台

一括作成を行った通知書及び証明書について、発行者リ
ストを作成できること。

事前照会後のたたき台（修正案）

一括作成を行った通知書及び証明書について、発行者
リストを作成できること。

論点
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4.4. 発行管理

■確認事項

• もとのたたき台の通り定義を行う方針で良いか。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 再発行分の確認について、帳票発行履歴での検索機

能（8.1.2.）での検討で問題ないか。またはリスト

出力の機能を利用しているか。（D市）

■その他、検討が必要なもの

• 該当なし

機能項番

修正案

4.4.2. 通知書再発行

事前照会前のたたき台

納税通知及び各種通知の再発行ができること。

事前照会後のたたき台（修正案）

納税通知及び各種通知の再発行ができること。

論点
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4.4. 発行管理

■確認事項

• 口座の場合の名寄せ印字について、複数車両を所有して

いる場合を想定しているが、再発行分のみに限定した要

件ではないという認識で相違ないか。（C市）

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 指定納期限（コンビニバーコードの期限）及び督促手数料

について、収納管理システム側の管理という認識だが、

軽自動車税システムでの必要性を確認したい。（D市）

• 納税通知書の様式・項目については帳票WTで検討。

機能項番

修正案

4.4.3. 通知書再発行

事前照会前のたたき台

納税通知書再発行時に、当初・更正区分や発行日の指定
ができること。

また、過年度分の再発行ができること。

事前照会後のたたき台（修正案）

納税通知書再発行時に条件を指定して出力できるこ
と。

また、過年度分の再発行ができること。

【出力条件】

当初/更正

一般納付（納付書納付）

口座振替

納期限

発行日

論点

※ 以下について認識相違ない

か。（APPLIC税TFより）

当初分：通知書内容の編集不可

かつ納付済みや過年度分の発

行は不可

更正分：発行日や納期限の指定

ができること
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4.4. 発行管理

■確認事項

• 修正案の通り定義を行う方針で良いか。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 該当なし

機能項番

修正案

4.4.4. 証明書再発行

事前照会前のたたき台

証明書の再発行ができること。

事前照会後のたたき台（修正案）

各種証明書の再発行ができること。

論点
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4.4. 発行管理

■確認事項

• 納期限について、通知書の書面上でのみ修正されること

で収納側で正確な情報が補足できなくなる懸念があるた

め、編集不可項目の認識で良いか。（D市）

• 指定納期限や督促手数料修正は4.4.3.の結果を踏まえ

て検討。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 設定する送付先は1.1.18.での管理を想定。

■その他、検討が必要なもの

• 帳票WTでの結果を踏まえて再度見直しを行う方針。

機能項番

修正案

4.4.5. 通知書編集

事前照会前のたたき台

通知書の項目について、発行時に任意に編集できるこ
と。

【対象項目】

氏名

住所

日付

税額（編集不可項目）

事前照会後のたたき台（修正案）

通知書の項目について、発行時に任意に編集できるこ
と。

【対象項目】

氏名

住所

送付日

通知書本文

税額

納期限

備考

論点

※ 当機能は通知書の印字を編

集するだけで、台帳情報の変更

登録ではない前提（窓口での対

応を想定した機能）
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4.4. 発行管理

■確認事項

• 発行日～有効期限について、台帳で管理している内容と

齟齬が発生して問題ないか。

• 税額については、印字していないケースも考えられるた

め、帳票WTの結果を踏まえて定義の見直しを行う方針で

良いか。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 帳票WTでの結果を踏まえて再度見直しを行う方針。

機能項番

修正案

4.4.6. 証明書編集

事前照会前のたたき台

証明書の項目について、発行時に任意に編集できるこ
と。

また、アスタリスク表示等の形式で非表示とできるこ
と。

【対象項目】

氏名

住所欄

日付

税額（編集不可項目）

事前照会後のたたき台（修正案）

証明書の項目について、発行時に任意に編集できるこ
と。

また、アスタリスク表示等の形式で非表示とできるこ
と。

【対象項目】

氏名

住所

発行日

車名

車台番号

排気量

型式認定番号

定置場

納付済み年月日

有効期限

税額

備考

論点

※ 当機能は証明書の印字を編

集するだけで、台帳情報の変更

登録ではない前提（窓口での対

応を想定した機能）
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4.4. 発行管理

■確認事項

• 「二重宛名番統一（重複宛名統一）」及び「納税義務者変

更」について、どのような意図で発行制御を行うものか確

認したい。（C市）

• 機微情報については、H市の想定通りDV支援以外の要

件での本人申し出（住登外者含む）による発行制御を想

定しているが、必要という認識で相違ないか。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 未納情報の連携頻度（即時性）については、システム構

成に関わる内容のため本仕様書内での定義は行わない

方針だが、アラート設定とし都度確認する運用想定にな

る。

機能項番

修正案

4.4.7. 証明書発行制御

事前照会前のたたき台

以下の条件により、各種証明書発行時に発行禁止・警告
メッセージ表示の設定ができること。

【制御条件】

車種

未納者

DV支援措置対象者

機微情報対象者

事前照会後のたたき台（修正案）

以下の条件により、各種証明書発行時のエラーまたは
アラート設定ができること。

【制御条件】

車種

未納者

DV支援措置対象者

機微情報対象者

重複宛名統一

納税義務者変更

論点

※ 全体方針に合わせて、エラー

・アラートの文言に置き換え
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4.4. 発行管理

■確認事項

• 発行理由について、特別な事情がない限りは登録しない

という想定であれば備考での対応と考えているが、専用

項目の必要性を確認したい。（I市）

■他の機能要件で検討を要するもの

• 通知の送達/未送達について、返戻管理や公示送達を

意図したものであれば、5.返戻・公示での検討を行

う想定だが、問題ないか。（D市）

■その他、検討が必要なもの

• 該当なし

機能項番

修正案

4.4.8. 発行履歴管理

事前照会前のたたき台

各通知書および証明書の発行履歴を管理できること。

【履歴情報の項目】

発行対象者情報

発行日

部数

発行者

通知または証明内容

事前照会後のたたき台（修正案）

各通知書および証明書の発行履歴を管理できること。

【履歴情報の項目】

通知書/証明書番号

発行対象者情報（氏名、住所）

発行日

発送日

部数

発行者

通知または証明内容

備考

論点



５．返戻・公示
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5.1. 返戻・公示処理

■確認事項

• 決裁日について、返戻処理（5.1.2.）を行うタイミングでの

決裁と想定しているが、相違ないか。（I市）

■他の機能要件で検討を要するもの

• 住民票請求等の処理の内訳は5.1.2.返戻処理での検

討とするが、当該機能では区分のみ記載。

■その他、検討が必要なもの

• 該当なし

機能項番

修正案

5.1.1. 返戻者情報管理

事前照会前のたたき台

通知書等の返戻者情報の管理（登録、修正、削除）がで
きること。

返戻者情報の一括登録もできること。

【管理対象項目】

調査記録（調査結果）

調査員

決裁日

事前照会後のたたき台（修正案）

通知書等の返戻者情報の管理（登録、修正、削除）が
できること。

返戻者情報の一括登録もできること。

【管理対象項目】

登録日

返戻日

通知書番号

納税義務者（氏名、住所）

車両情報（車種、車台番号、車両番号（標識番号））

調査段階の区分

調査記録（調査日時、担当者、調査方法、調査内容/結
果）

調査員

返戻処理区分

決裁日

論点

※ 「調査員」は調査記録の「担

当者」に包有させる形で整理
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5.1. 返戻・公示処理

■確認事項

• 課税保留を除いた記載について、修正案の通りたたき台

の定義を行う方針で良いか。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 調査段階の管理は5.1.1.で検討済みの認識。

■その他、検討が必要なもの

• 該当なし

機能項番

修正案

5.1.2. 返戻処理

事前照会前のたたき台

調査結果に基づき、一括または個別で以下の返戻処理が
できること。

【返戻処理】

公示送達日登録

指定納期設定（納期変更）

課税保留

送付先変更

事前照会後のたたき台（修正案）

調査結果に基づき、一括または個別で以下の返戻処理
ができること。

【返戻処理】

公示送達日登録

指定納期設定（納期変更）

課税保留

住民票請求/送付先変更

論点

※ 課税保留について、現在方

針を確認中のため、検討を保留

する



31

5.1. 返戻・公示処理

■確認事項

• 公示送達と指定納期設定の対象者のリスト出力の要件と

して記載を行っているが、修正案の通りたたき台の定義

を行う方針で良いか。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 該当なし

機能項番

修正案

5.1.3. 公示送達対象者抽出 → 返戻処理

事前照会前のたたき台

返戻処理の種類別に対象者を抽出し、リストを出力でき
ること。

事前照会後のたたき台（修正案）

公示送達日登録を行った対象者または指定納期設定
（納期変更）の対象者を抽出し、リストを出力できる
こと。

また、指定納期設定（納期変更）については、変更前/
変更後の情報をリスト出力できること。

【出力項目】

納税義務者（宛名番号、氏名、住所）

車両番号（標識番号）

公示送達日 ※公示送達日登録の場合

納期限（変更前/変更後） ※指定納期設定の場合

論点
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5.1. 返戻・公示処理

■確認事項

• 納期限を個別に設定変更する運用は想定されないという

認識で良いか記載意図を確認したい。（K市）

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 該当なし

機能項番

修正案

5.1.4. 公示送達処理

事前照会前のたたき台

公示送達日に連動し、自動で対象者の納期限が変更され
ること。

事前照会後のたたき台（修正案）

公示送達日に連動し、自動で対象者の納期限が変更さ
れること。

論点
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5.1. 返戻・公示処理

■確認事項

• 公示送達対象者のみを5.1.1.返戻者情報とは別途で管

理する必要性がないようであれば、当該要件は削除して

問題ないか。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 該当なし

機能項番

修正案

5.1.5. 公示送達処理 → 削除

事前照会前のたたき台

公示送達対象者の調査経過を管理（登録、修正、削除）
できること。

事前照会後のたたき台（修正案）

公示送達対象者の調査経過を管理（登録、修正、削
除）できること。

論点
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5.1. 返戻・公示処理

■確認事項

• 当該機能についてオプションとして定義を行う方針で良い

か。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 該当なし

機能項番

修正案

5.1.6. 公示送達処理

事前照会前のたたき台

公示送達文書を一括で作成できること。

事前照会後のたたき台（修正案）

公示送達日を指定し、公示送達文書（送達文及び対象
者の一覧）を一括で作成できること。

論点

※ 公示送達文書に対象者一覧

を含める形で記載



６．照会
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6.1. 物件照会

■確認事項

• 必要項目については、帳票WTで他自治体への物件調査

票とあわせて検討を行う方針だが、機能要件の記載はも

とのたたき台の通りで良いか。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 該当なし

機能項番

修正案

6.1.1. 物件照会への回答（回答書作成）

事前照会前のたたき台

他自治体、警察等からの物件照会に対して、必要な情報
を出力した回答書が作成できること。

事前照会後のたたき台（修正案）

他自治体、警察等からの物件照会に対して、必要な情
報を出力した回答書が作成できること。

論点
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6.1. 物件照会

■確認事項

• もとのたたき台の通り定義を行う方針で良いか。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 警察等への回答様式も標準仕様の帳票を用意するが、

あいまいな照会などの個別のケースではEUCで回答文

書を作成する業務は残ることはやむを得ないと考えてい

る。

機能項番

修正案

6.1.2. 物件照会への回答（回答書作成）

事前照会前のたたき台

他自治体、警察等への回答については照会のあったもの
のみに回答できるよう表示項目を選択できること（空欄
出力も可）。

事前照会後のたたき台（修正案）

他自治体、警察等への回答については照会のあったもの
のみに回答できるよう表示項目を選択できること（空欄
出力も可）。

論点
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6.1. 物件照会

■確認事項

• 6.1.1.の回答書とセットで調査票が標準化されることによ

る業務メリットはあると考えているが、照会を行うパターン

が多岐に亘る場合は、定義が困難になると懸念している

ため実現性について確認したい。（K市）

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 該当なし

機能項番

修正案

6.1.3. 物件照会（調査票作成）

事前照会前のたたき台

陸運支局、軽自動車検査協会、他自治体に対して、物件
調査票の作成が行えること。

事前照会後のたたき台（修正案）

陸運支局、軽自動車検査協会、他自治体に対して、物件
調査票の作成が行えること。

論点
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6.2. 収納状況照会

■確認事項

• 修正案の通りたたき台の定義を行う方針で良いか。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 該当なし

機能項番

修正案

6.2.1. 収納状況照会

事前照会前のたたき台

収納状況を確認できること。

事前照会後のたたき台（修正案）

収納状況（過年度含む）を確認できること。

論点



７．調定・統計
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7.1. 調定処理

■確認事項

• 修正案の通りたたき台の定義を行う方針で良いか。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 該当なし

機能項番

修正案

7.1.1. 調定処理

事前照会前のたたき台

当初賦課処理及び更正処理に係る調定処理を一括で行う
ことができること。

事前照会後のたたき台（修正案）

当初課税処理及び更正処理に係る調定処理を一括で行う
ことができること。

論点

※ 文言を本仕様書の記載に合

わせる形で訂正
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7.1. 調定処理

■確認事項

• 調定増減表について、7.1.3.で作成できるものと同一のも

のであれば当該要件から削除して問題ないか。（D市）

• 「歳出還付」「滞納繰越」について、収納管理システム側

での実現ではなく、軽自動車税システムで抽出出来た方

が良いか。（I市）

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 該当なし

機能項番

修正案

7.1.2. 調定表作成

事前照会前のたたき台

年度または対象月を指定して以下の調定資料を作成でき
ること。

【調定資料】

調定表

調定増減表

事前照会後のたたき台（修正案）

条件を指定して調定表及び調定増減表を作成できるこ
と。

【指定条件】

調定/賦課区分

年度（現年度/過年度）

月日

歳出還付

滞納繰越

論点

※ 任意のタイミングでの抽出を

想定した記載と認識
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7.1. 調定処理

■確認事項

• 「官公署課税」「随時課税」は、当該機能で定義する想定

で問題ないか。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 該当なし

機能項番

修正案

7.1.3. 調定表作成

事前照会前のたたき台

種類別、月別に以下の集計表を作成できること。

【集計対象】

車両台数

納税義務者数

調定額

事前照会後のたたき台（修正案）

指定の項目別に以下の集計表を作成できること。

【指定項目】

車種

課税区分

官公署課税分 ※課税区分に包有されていれば可

随時課税分（当初課税以外） ※課税区分に包有されて
いれば可

月

新/旧標準税率

軽自動車税種別割（軽課税率/重課税率）

【集計対象】

車両台数

納税義務者数

調定額

論点

※ 任意のタイミングでの抽出を

想定した記載と認識
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7.2. 統計

■確認事項

• 第１表について、軽自動車税業務で作成する必要はある

か。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 様式変更への対応はシステム保守の範囲内で行われる

ものと認識しているが、記載意図を確認したい。（D市）

機能項番

修正案

7.2.1. 課税状況調

事前照会前のたたき台

課税状況調（第１表、第33表）を作成できること。

事前照会後のたたき台（修正案）

課税状況調（第１表、第33表）を作成できること。

論点
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7.2. 統計

■確認事項

• 都道府県照会結果の取りまとめ中のため、検討は保留と

する。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 該当なし

機能項番

修正案

7.2.2. 都道府県報告資料作成

事前照会前のたたき台

都道府県への報告書類を作成できること。

（交付税資料等）

事前照会後のたたき台（修正案）

※検討は保留※

論点
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7.2. 統計

■確認事項

• 出力形態について、最低限CSVで出力できれば問題ない

か。現在は、等と表現しているため、エクセルなども認め

る方針であるが必須とはしていない認識である。（D市）

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 該当なし

機能項番

修正案

7.2.3. EUC

事前照会前のたたき台

EUC機能（汎用のデータ抽出機能）を有していること。

・任意の抽出条件を指定し、条件に該当するデータを抽
出できること。

・テーブル結合によるデータ抽出もできること。

・抽出結果は、CSVなど加工可能なデータ形式で出力でき
ること。

・任意の抽出条件を保存することができ、保存した条件
でデータ抽出ができること。

事前照会後のたたき台（修正案）

EUC機能（汎用のデータ抽出機能）を有していること。

・任意の抽出条件を指定し、条件に該当するデータを抽
出できること。

・テーブル結合によるデータ抽出もできること。

・抽出結果は、CSVなど加工可能なデータ形式で出力でき
ること。

・任意の抽出条件を保存することができ、保存した条件
でデータ抽出ができること。

論点

※ 構成員からの回答事項につ

いて、

・抽出条件→列挙せずシステムで

管理しているものを任意の条件

で抽出と記載している

・抽出条件のテンプレート保存→

任意の抽出条件の保存と記載

済み



８．検索
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8.1. 検索

■確認事項

• もとにたたき台の通り定義を行う方針で良いか。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 他システムの照会画面への遷移のしやすさは、本仕様書

の範囲外（事業者側の創意工夫に委ねる範囲）として整

理。

機能項番

修正案

8.1.1. 検索対象

事前照会前のたたき台

軽自動車税に係るすべての情報（台帳記載事項、異動情
報、帳票発行履歴）を照会できること。

事前照会後のたたき台（修正案）

軽自動車税に係るすべての情報（台帳記載事項、異動情
報、帳票発行履歴）を照会できること。

論点

※ 構成員からの回答のあった「

送付先情報」及び「口座振替登

録情報」については、システム

構成に左右されるため、本機能

での定義は避けたいと考えてい

る。（どのように記載するかは要

検討）
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8.1. 検索

■確認事項

• 受付番号について詳細を確認したい。（C市）

• 個人番号（マイナンバー）、法人管理番号は用語集などで

定義を整理する方針だが、検索条件としては必要という

認識で相違ないか。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 該当なし

機能項番

修正案

8.1.2. 検索条件

事前照会前のたたき台

以下の条件で検索ができること。

【検索条件】

氏名（カナ・漢字・アルファベット、旧姓、外国人通称
名）

生年月日

住所（郵便番号、方書含む）

住民管理番号（整理番号）

世帯番号

個人番号（マイナンバー）

法人管理番号

車台番号

車両番号（標識番号）

通知書番号

事前照会後のたたき台（修正案）

以下の条件で検索ができること。

【検索条件】

受付番号

住登/住登外区分

個人/法人区分

氏名（カナ・漢字・アルファベット、旧姓、外国人通称名）ま
たは名称

生年月日

住所（郵便番号、方書含む）

住民管理番号（整理番号）→宛名番号

世帯番号

個人番号（マイナンバー）

法人管理番号

車名

車台番号

車両番号（標識番号）

排気区分

通知書/証明書番号

帳票発行日

論点

※ 世帯番号は、1.1.7.の検討を

踏まえオプションとしている。



９．その他



51

9.1. システム管理

■確認事項

• コード管理については、システムごとに管理方法の差異

があると考えられ、現時点で適切な類型（必須/オプショ

ン）を定義することは困難なため、事業者意見を確認する

方針で良いか。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 該当なし

機能項番

修正案

9.1.1. コード管理

事前照会前のたたき台

管理項目で使用する各種コードを管理（登録・修正・削
除）できること。

【対象コード】

車種コード

標識コード（標識サイン）

形状コード

用途コード

事前照会後のたたき台（修正案）

管理項目で使用する各種コードを管理（登録・修正・削
除）できること。

【対象コード】

車種コード

車名コード

メーカーコード

標識コード（標識サイン）

形状コード

用途コード

型式認定番号コード

税率コード

廃車事由コード

論点
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9.1. システム管理

■確認事項

• 旧税率における超過税率について、任意に変更する運用

はあるか。（D市）

• 職員で任意に税率を変更する必要がなければ当該要件

は削除する方針で良いか。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 該当なし

機能項番

修正案

9.1.2. 税率管理

事前照会前のたたき台

車種ごとに適用税率を管理（登録・修正・削除）できる
こと。

事前照会後のたたき台（修正案）

車種ごとに適用税率を管理（登録・修正・削除）できる
こと。

論点
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9.2. その他機能

■確認事項

• 検証環境でシミュレーションを行う場合は、事前に事業者

側にデータの用意をしてもらうことを想定しているが、シミ

ュレーションを行う頻度として当該運用で不都合ないか。

（I市）

• 検証環境での実現で問題ない旨は要件の事項となるた

め、記載方法については要検討とする。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 該当なし

機能項番

修正案

9.2.1. 税額シミュレーション

事前照会前のたたき台

システム内で管理している軽自動車に係る情報（重課、
軽課含む）をもとに、翌年度の税額のシミュレーション
ができること。

事前照会後のたたき台（修正案）

システム内で管理している軽自動車に係る情報（重課、
軽課含む）をもとに、翌年度の税額のシミュレーション
ができること。

論点
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9.2. その他機能

■確認事項

• 機能の類型としてはオプションとする方針で問題ないか。

• 記載内容については、該当自治体の意見照会を踏まえ、

変更なしとして進める方向で考えている。

■他の機能要件で検討を要するもの

• 該当なし

■その他、検討が必要なもの

• 該当なし

機能項番

修正案

9.2.2.駐留軍人軍属私有車両に係る課税対応（米軍車両対応）

事前照会前のたたき台

駐留米国軍人に係る課税に対応する機能として以下を有
すること。

・米軍車両区分について管理（登録、修正、削除）でき
ること。

・対応した標識情報を管理できること。

・日米地位協定に基づく課税額の算出ができること。

・駐留米軍用軽自動車税納付書の発行ができること。

・駐留米軍用軽自動車税証紙を発行できること。

事前照会後のたたき台（修正案）

駐留米国軍人に係る課税に対応する機能として以下を有
すること。

・米軍車両区分について管理（登録、修正、削除）でき
ること。

・対応した標識情報を管理できること。

・日米地位協定に基づく課税額の算出ができること。

・駐留米軍用軽自動車税納付書の発行ができること。

・駐留米軍用軽自動車税証紙を発行できること。

論点


